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要  旨 

 

 特許化された技術的知識が、どの国の、いかなる組織によって生み出された科学的知識

からもたらされたのかを明らかとするため、科学技術基本計画において重点分野とされて

いるバイオ、ナノテク、IT、環境分野の特許 300 件ずつについて、それらの特許が引用し

ている論文を入手し、その著者の国籍、所属機関の調査を行った。さらに、特許に引用さ

れている論文の謝辞から、それら論文がどのような機関によって助成を受けているかを調

査した。本調査によって、科学依拠型産業における知識創出のメカニズムに関し、新たな

知見が得られた。これにより、今後の科学技術政策立案に際し、インプリケーションが得

られるものと考えられる。 
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1. 本研究の目的 

長期的経済成長の要因は、労働や資本の投入もさることながら、技術変化によってその多くがもたら

されることが明らかとなっており、科学がその技術変化をもたらすとされる要素のひとつとして認識さ

れている。ソローは、物的資本蓄積の役割を明確にし、持続的経済成長の背後にある究極の推進力とし

て「技術変化（technical change）」の重要性を協調した(Solow, 1956)。すなわち、経済成長（＝産出量

の増大）の大部分は、投入される資本や労働の増加量に直接関係しているのではなく、単位労働あたり

の資本の増加量によるとし、その資本量の増加は技術変化という外部要因によってもたらされることを

明らかにした。ソローによれば、第二次世界大戦後の米国経済の急激な成長の半分程度は技術変化によ

って説明可能である(Solow, 1957)。 
そして、公的サポートを受けた科学1が技術変化、ひいては経済成長の原動力となっているというこ

とは、科学者や経済学者の間では広く認識されており、それが、政府が大学における研究(academic 
research)に対してこれまでに実施してきた支援の大きな動機となってきた(Narin et al., 1997)。例えば、

マンスフィールドは、もしも大学における研究の貢献がなかったとすれば、新しい製品や製造方法の１

０％は起きなかったか、あるいは、大きく遅れたであろうと推定している(Mansfield, 1991)。経済的価

値をもたらす技術変化の源としての科学に注目が集まるに従い、科学と技術変化との間のリンケージに

関する興味も増大してきている(Narin et al., 1997)。大学の経済へ及ぼす重要性についてもまた同様で

ある(OECD, 1990)。 
技術変化と科学との関係に関する研究が米欧特許のフロントページに引用されている論文等を用い

て行われている。しかし、日本特許においては研究があまりなされていない。特許明細書本文を含む全

文を研究することにより、新技術を考案した本人の頭脳の中において参照された、既存の論文等の知識

をよりノイズの少ない形で計測することができる可能性がある。本研究においては、これまであまり研

究されてこなかった日本特許について、そのフロントページ及び明細書中で引用されている論文等を計

測する。これにより、特許性のある技術変化に、どの程度科学が影響を与えているか、その影響は技術

分野毎に異なっているのか、また、日本特許に影響を与えている科学は、いかなる国において研究され

たもので、どの国のどのような性格の機関によって助成されたものか、等の事実関係につき明らかとす

ることを目的とする。 

                                                  
1 本論文では、「科学」を、「自然についての、人間の経験にもとづく客観的、合理的な知識体系であって、厳密な因果

性の信頼の上に観察と実験を武器にした専門的、職業的な研究者によって推進されている学問の総称（村上陽一郎）」
と定義し、その目的を「自然界についての新しい知識を（学術）論文という形で発表すること（吉岡斉）」と定義する
（カッコは筆者による。平凡社世界大百科事典 第２版「科学」及び「技術」の項より）。したがって、本論文では「工
学」、すなわち「数学及び厳密に定義された専門用語の体系でもって定式化され、学問分野化した「技術」も、その成
果物が「論文」という形を採る限り「科学」に含む。 
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2. 特許データベースの構築 

日本における特許が引用している、他の特許・論文等の文献情報を、特許の技術分野毎に分析するた

めには、大量の特許情報を横断的に検索し、技術分野ごとに分類・抽出し、統計的にばらつきのないよ

うサンプリングを行う必要がある。 
しかし、日本においては、１９９７年までは特許情報は有償であった。また、その入手形態も、磁気

テープで情報を一括購入できる企業と異なり、研究費の限られた通常の社会科学研究者は、実質的に

PATOLIS というデータベースサービスを使用するしか方策がなかった。しかし、PATOLIS 検索の形態

は、類似特許検索等、企業・弁理士向けの一件毎の検索方法が中心で、料金体系も従量制であるため、

政策科学の観点から日本特許を網羅的・横断的に分析するのは困難であった。 
１９９７年度から、日本の特許庁においても「特許電子図書館（ＩＰＤＬ）」というサービスが開始

され、インターネットから無料で情報が得られるようになった。これは大きな進歩であり、画期的なこ

とである。しかし、ホームページからの検索は、国際特許分類や技術用語による最大５００件までの検

索であり、そのままの形では処理が困難である。こういったことも相まって、我が国における特許デー

タの引用文献に関する分析はあまり行われてこなかったと考えられる。 
本研究が目的とする、我が国における特許が引用している他の特許や論文等の引用文献を分析するた

めには、特許権が付与された特許公報の生データを、可能な限り入手することが望ましい。そこで、本

研究では、特許公報の電子情報がＣＤ－ＲＯＭ化されている１９９３年以降、２００１年１０月までの

特許公報及び公開公報ＣＤ－ＲＯＭデータ、約１１００枚を入手し、分析の基本とした。 
 

2.1ＣＤ－ＲＯＭデータの抽出及び変換 

まず、技術分野別の分析を可能とするため、公報ＣＤ－ＲＯＭのデータを全てコンピュータに格

納した。ＣＤ－ＲＯＭデータを全てコンピュータに入力した理由は、ＣＤ－ＲＯＭデータが個別の

ＣＤ－ＲＯＭに分散（表 1 参照）したままでは、任意のデータにランダムに高速でアクセスし、特

定技術分野特許の抽出等の本研究に求められる演算を行うことが事実上不可能であるからである。

分析開始時点までに公報として出版されたＣＤ－ＲＯＭの容量は約８００ＧＢに及んだ。 
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特許番号 発明の名称 

第２８４２３０１号 ルーバーホルダー 

第２８４２３０２号 チアゾリン誘導体 

第２８４２３０３号 流体測定用プローブ 

第２８４２３０４号 リングとじ具 

第２８４２３０５号 対話処理方式 

第２８４２３０６号 加湿器 

第２８４２３０７号 ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体結晶の切断方法 

第２８４２３０８号 電子機器のバッテリケース実装構造 

第２８４２３０９号 硬化性フルオロシリコーン組成物 

第２８４２３１０号 光モジュール光軸調整装置及び方法 

表 1 同一特許ＣＤ－ＲＯＭに収納されたランダムな技術分野の特許 

 

さらに、格納したデータの文字コードを、扱いやすいように変換した。特許公報ＣＤ－ＲＯＭの

中には、文字データ（テキストデータ）や画像データが混在して収められており、しかも、文字デ

ータは一般的なパーソナルコンピュータで使われているシフトＪＩＳコードではなく、ＪＩＳコー

ドで記録されている。そこで、そのＣＤ－ＲＯＭデータの中から画像データを除き、さらに、残っ

たテキストデータの文字コード変換を行うプログラムを作成し、格納したＣＤ－ＲＯＭデータを変

換した。その結果、公報ＣＤ－ＲＯＭ内の特許データに対し、その特許申請書の文字情報について

は全て含んだテキストファイルが１特許に対し１つずつ生成された。 

2.2 テキストデータのデータベース化 

特許公報及び公開公報ＣＤ－ＲＯＭ内データをテキストデータに変換しただけでは、まだ、申請

書の文字情報が、いわば全て「ベタ打ち」された状態であり、本研究の目的達成のために必要とな

ってくる、特定の技術分野の抽出や、出願人の住所の調査、請求項の計測等の各種分析には困難が

伴う。そこで、本格的なデータ分析のために、取り出したい特許の内容を検索したり、絞り込んだ

り、別の情報と結合したり、抽出したりといった作業とその結果を、ある文法に基づいた命令によ

って、論理的に取り扱えるようにすることが必要である。データベース管理ソフトウェアを用いれ

ば、このような目的を達成することができる。 

本研究においては、ソースコードも含めフリーで公開されている、リレーショナルデータベース

管理ソフトウェアの 1 つである MySQL を採用することとし、ＣＤ－ＲＯＭから抽出したテキスト

データを、この MySQL で取り扱えるように変換・登録を行った。 
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MySQL にデータを登録するためには、何らかの方法で、データ読み出しから登録までの処理を

行わなければならない。このために専用のプログラムを開発した。具体的には、まず、特許一件毎

のテキストデータファイルを読み出し、次に、特許項目別に分類し、最後に分類項目にしたがって、

データベースへ登録するという作業が必要となった。 

しかしながら、２番目のプロセスである特許項目別の分類の過程において問題が発生した。それ

は、項目の分類が必ずしも一意に可能でなかったことである。この原因は、特許の明細書は一見き

わめて特定化された書式で記入されているように見えるが、大量のデータを処理する過程で、その

データの中にはいくつか例外が存在していたことである。これがプログラムによる自動処理の障害

となった。たとえば、項目をあらわすために「【」と「】」によって囲むことになっているが、これ

が片方しかなかったり、逆に、特殊な数値や単位を表す部分に使われていたりしたため、プログラ

ムによる処理が混乱してしまったのである。このように予想していなかった文字列があると、プロ

グラムの対応も予想していたとおりには動作しなくなり、結果として、その出力結果であるデータ

ベースがうまく機能しないことになってしまうのである。これについては、問題が発生するたびご

とに対処し、最終的には MySQL からアクセス可能な特許データベースの作成に成功した（図 1）。 

 

 

図 1 構築したデータベースの構造 
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2.3 データ処理用コンピュータの構築 

入手したＣＤ－ＲＯＭは、データ処理用の専用のコンピュータを製作してすべて格納した。この

コンピュータに求められたのは、以下の３点であった。まず第一に、一枚あたり６５０メガバイト

のＣＤ－ＲＯＭを１１００枚以上格納でき、さらに、それを処理した後のデータも格納して十分に

余裕のある外部記憶装置容量を持つこと、第二に、膨大なデータを処理するための高速な演算能力

と内部記憶装置（メモリー）容量があること、さらに、万一の停電、システムエラー等に対処する

ための安全性を備えていること、である。 

製作したコンピュータの仕様は、外部記憶装置（ハードディスクアレイ）1,100GB（通常のパソ

コンの５０倍程度）、中央処理装置(CPU)は約２Ｇｈｚ動作のものをデュアル構成とし、主記憶

(RAM)容量は 1,024MB である。５年前であれば、おそらく個人レベルでは利用不可能であったと

思われる性能の計算機である。そういう意味で、本研究はコンピュータ技術の進展なくしては事実

上不可能であった研究と言えよう。（図 2） 

図 2 構築したコンピュータ（右は通常のパソコン） 
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3. 主要４技術分野特許引用論文の抽出 

  １９９５年から１９９９年の５年間に特許性有りと審査され、公開された特許約６５万件を対象とし、

第二次科学技術基本計画において重点分野とされた、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、情報技

術（ＩＴ）、環境関連技術の４つの技術分野に属する特許をデータベースより抽出した。さらに、それ

ら特許部分集合からランダムサンプリングにより３００件ずつのサンプルを取り、無作為抽出３００サ

ンプルのコントロールとも比較しつつ、日本特許の他の特許及び論文等に対する引用の傾向について、

特許全文を対象に、目視により分析を行った。 

3.1 方法 

3.1.1 対象としたデータ 

本章の目的を達成するため、特許データベースのデータの中から、１９９５年から１９９９年ま

での５年間に発行された特許公報（特許庁の審査を経て拒絶理由のなかったものとして発行された

出願）を対象として調査を行った。分析するデータをこの範囲のものに限定した理由は、公報の技

術分野の分類に使われる国際特許分類（IPC）が 5 年ごとに見直されており、この１９９５年から

１９９９年までの５年間に発行された特許が、同じ国際特許分類第 6版に基づいているからである。 

3.1.2 ４技術分野特許の抽出 

つぎに、この特許公報データから、第二次科学技術基本計画において重点分野とされている、バ

イオ、IT、ナノテク、環境の 4 つの技術分野における特許を選び出すためのフィルタリングプログ

ラムを作成し、当該技術分野に該当する特許のデータベースからの抽出を行った。その際、バイオ

技術に関する特許を抽出するプログラムについては、前章と同様アンダーソンの研究と極力類似さ

せたものを用いた。それにより、国際特許分類のうち、非常に狭い特定の領域の技術分類に該当す

るか、あるいはヒトゲノム関係のキーワードを含む特許を抽出した。ＩＴ分野特許を抽出する特許

は、国際技術分類Ｇ０６Ｆ「電気的デジタルデータ処理」及びＨ０１Ｌ「半導体装置、他に属さな

い電気的固体装置」とした。この技術分野に限定した理由は、あまりフィルタの選択度を落とす、

すなわち目を粗くしてしまうと、多くの特許が該当しすぎてしまい、選ばれた特許がランダムサン

プリングに類似してしまう一方、あまりにきめを細かくしてしまうと、ＩＴ分野に該当する特許の

一部を排除することとなってしまい、全てを選択できなくなってしまうからである。本分野のフィ

ルタは独自設計のものである。ナノテクノロジー技術分野のフィルタは、経済産業省産業技術環境

局技術調査課による「ナノ構造材料技術に関する技術動向調査（平成１３年６月５日）」において

用いられているフィルタに準拠した。環境技術分野に関しては、日本国特許庁が、国際特許分類と

は異なる観点から作成し、国際特許分類と組み合わせて使用される「ファセット分類記号」中、「Ｚ

ＡＢ 環境保全技術に関するもの」が付与されているものを抽出した。（表 2） 
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表 2 サイエンスリンケージの日米比較 

テーマ名 フィルタ フィルタ適

合特許件数

バイオテク

ノロジー 

1) IPC：C12N15＋C12N/1＋C12N/5＋C12N/7＋A61K/48 

2) 明細書中のキーワード：ベクタ遺伝子＋癌遺伝子＋遺伝子配列

＋ウイルス遺伝子＋バクテリア遺伝子＋細菌遺伝子＋遺伝子障害

＋遺伝子治療＋レトロウイルス＋細胞成長＋細胞増殖＋リンホカイ

ン＋シトキン＋サイトカイン 

3) 1+2 

7,555

ナノテクノ

ロジー 

1) IPC(+FI)：B82B1/00＋B82B3/00 

2) キーワード： ナノ＋超微粒子＋メソポーラス＋（メソ＊多孔体）

＋自己組織＋自己配列＋（自己＊アッセンブリ）＋（自己＊アセンブ

リ）＋超分子＋量子ワイア＋量子ドット＋量子井戸＋量子細線＋LB

膜＋（ラングミュア＊ブロジェット＊膜）＋（langmuir*blodgett）＋分子

機械＋（バイオ＊素子） 

3)  2 の デ ー タ を 次 の IPC に 絞 る ：

A01N+A23B+A23C+A23J+A23L+A61K+A61L+A61M+B01D+B01F+B

01J+B03C+B05B+B05C+B05D+B07B+B09B+B22F+B23B+B23C+B2

3D+B23K+B23Q+B24B+B25J+B32B+B41M+B62C+C01B+C01F+C0

1G+C02F+C03B+C03C+C04B+C07B+C07C+C07D+C07F+C07H+C0

7J+C07K+C08B+C08F+C08G+C08J+C08K+C08L+C09C+C09D+C09

K+C12N+C12P+C12Q+C21D+C22B+C22C+C23C+C23D+C23F+C23

G+C25BL+C25C+C25D+C25F+C30B+D01F+D03D+D04H+D06F+D0

6M+D06N+D21H+G01B+G01C+G01J+G01N+G01N033+G01P+G01R

+G01T+G02B+G02F+G03C+G03G+G03H+G05D+G06F+G11B+G11C

+G12B+G21K+H01B+H01F+H01G+H01J+H01L 021+H01L 023+H01L 

025+H01L 027+H01L 029+H01L 031+H01L 033+H01L 039+H01L 

041+H01L049+H01M+H01S+H04B+H05B+H05G+H05H+H05K 

4) 1+3 

7,943

ＩＴ IPC：G06F+H01L 49,995

環境関連技

術 

広域ファセット：ZAB 6,965

無作為抽出 なし 880,043
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さらに、抽出したバイオ、IT、ナノテク、環境の 4 つの技術分野における特許集合から、疑似乱

数による無作為抽出によって各分野３００件ずつ、そして、比較対照として全特許集合から３００

件の特許を抽出した。すなわち、サンプル数は、３００件×５（重点４分野＋全分野）＝１５００

件となる。 

上記の１５００件の特許サンプルの全文を対象に、それら特許が参照している、別の特許及び論

文等を目視により抽出し、その傾向について分析した。 

3.2 結果 

技術分野によって、特許に引用されている論文等の数（サイエンスリンケージ）に大きな差が出た。

引用論文等の数が最も大きかったのはバイオテクノロジー分野であり、無作為抽出の平均値の約 19 倍

の多さを示した。次いで、ナノテクノロジー分野が、無作為抽出の平均値に比べて約 3 倍の多さを示し

た。これに対し、IT 分野、及び、環境保全関連技術分野は、平均よりも少ない引用論文等数しかなかっ

た（表 3）。 

表 3 技術分野別引用文献数（各３００サンプル） 

 

 被引用科学論文 被引用特許 

技術分野 引用数
特許 1 件

あたり 
引用数

特許 1 件

あたり 

バイオ技術 3,439 11.46 1,102 3.67 

ナノテクノロジー 597 1.99 2,125 7.08 

IT 95 0.32 927 3.09 

環境関連技術 77 0.26 1,193 3.98 

無作為抽出 179 0.6 1,749 5.83 
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4. 被引用論文の調査 

4.1 方法 

サンプルした重要４技術分野特許に引用されている論文等を、東京大学において subscribe して

いる科学文献データベースScienceDirectや東京大学図書館の蔵書をもとに、可能な限り収集した。

その数は４０００件以上に及んだ。そして、収集した論文等の著者の、住所から推定した国籍、著

者の所属機関の属性を調査した。さらに、引用されている論文等の謝辞から、当該論文等を助成し

ている機関の属性及び国籍を調査し、それらの因果関係につき分析を行った。 

 

図 3 被引用論文の収集 
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4.2 結果 

4.2.1 論文著者の国籍 

最もサイエンスリンケージが強かったバイオ分野において、引用されている著者の所属機間の国

籍が明らかとなった約２８００本の論文等の分布を見ると。アメリカで研究した著者のものが６

０％と過半数を占め、日本のものは９％にとどまっている、３位以下の順位は、イギリス８％、ド

イツ４％である。これは、我が国に出願されたバイオ技術分野特許の６割が、アメリカにおいて研

究活動が行われた論文の知識を何らかの形で参考にしている、と言えよう（図 4）。 

同様に、ナノテクノロジーにおいては約４００件中アメリカで研究された論文がほぼバイオテク

ノロジーと同じ比率の５８％、次いで日本が２２％、以下イギリス６％、フランス４％の順となる。

日本において研究された論文等が特許に引用された比率が２倍以上に上昇しているのが注目され

る（図 5）。 

ＩＴ分野は、３００サンプルの特許に引用され、国籍が判明した論文数自体が３５件と、バイオ

技術の８０分の１、ナノテクと比較しても１０分の１以下に低下するため、バイオやナノテクと同

列に研究機関の所在国比率を比較することには疑義なしとはしないが、日本が１４本、３９％でト

ップ、米国が１本少ない１３件で３７％、次いで、ドイツが３本で９％であった。あえて言えば、

少ないながらも日本で研究された論文等の引用がトップとなり、常識とも整合的である（図 6）。 

環境技術も、同様に国籍が判明した論文等が４３件と少ない。その中を見ると、日本が１６件で

３８％を占め１位、アメリカが２６％で２位、以下イギリス４本・９％、ドイツ３本・７％と続く。

これも、強いて言えば環境関連技術は規制の厳しさや国土の狭さ、国民の環境に対する熱心度（い

わゆる「グリーンコンシューマー」の比率）等による環境関連研究活動の活性を示しているように

見えなくもない（図 7）。 
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図 4 バイオ分野の被引用論文著者の国籍 

 

日本; 255; 9%

イギリス; 215; 8%

オーストラリア; 52;
2%

ベルギー; 52; 2%

オランダ; 45; 2%

カナダ; 45; 2%

スイス; 41; 1%

フランス; 97; 4%

ドイツ; 102; 4%

アメリカ; 1697; 60%

その他の国; 128;
5%

スウェーデン; 40;
1%
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図 5 ナノテク分野の被引用論文著者の国籍 
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カナダ, 6, 1%
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図 6 ＩＴ分野の被引用論文著者の国籍 
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図 7 環境技術分野の被引用論文著者の国籍 
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4.2.2 特許権者の国籍と被引用論文等著者の国籍のクロス分析 

しかし、ここで想起されるのは、バイオ技術分野に出願された特許のうち、２８％が米国からの

出願であり、それを含めて５０％の出願が日本以外からの出願であったという事実である。この比

率は、他の技術分野の外国人（法人）出願比率が、ナノテク２８％、ＩＴ１３％、環境技術１２％

と比較しても高く、「バイオ分野において米国の論文等の引用が多いのは、単に米国からの出願に

米国における論文等が引用されているだけではないか」という反論があり得よう。 

そこで、一対多の対応関係にある、特許サンプルと被引用論文等を、リレーショナルデータベー

スソフトで連結した。その後、各技術分野毎に、特許を出願人の住所から推定した国籍で絞り込ん

だ後、論文等著者の所属機関の住所から推定した国籍でさらに絞り込み、特許権者の推定国籍別・

著者推定国籍別のクロス分析を行った。 

具体的には、各技術分野３００サンプルを、日本人（法人）による出願、アメリカ人による出願、

それ以外（ほとんどが欧州）、の３つに分類し、それぞれの国から出願された特許のサイエンスリ

ンケージを計測した。 

その結果、バイオ技術分野においては、日本特許１５０サンプルに引用されている７３５本の論

文等の研究機関の国籍は、アメリカが５３％、次いで日本の２５％、欧州等の２３％の順であった。

米国の８３特許に引用された１１４０本のうち、アメリカの論文等がやはり日本同様一番多く、次

いで欧州等の論文２５％、日本のものは３％であった。欧州等から出願された４３件の特許は、８

９１本の論文等を引用しており、これもアメリカのものが一番多く５５％を占め、次は自らのエリ

アから４０％、最後が日本のもので、５％であった。 

バイオ技術分野特許で特徴的なのは、出願人の国籍がどこであれ、米国の論文等の引用比率が一

番高い、という事実である。人の移動や言語の壁等、知識の伝搬にも一定のトランザクションコス

トがかかるとすると、距離的に近接した、あるいは、言語が共通な地域の論文等をより多く引用す

る傾向があると類推されるし、実際にそういった先行研究も存在する(Narin et al., 1997)。にも

かかわらず、バイオ技術分野においては、米国の論文等の引用がどの国の特許においても最も多い

という結果は、ナリンの言う strong national component を凌駕するほど、アメリカがバイオ研究

においては活発に知識を発信しており、日本に出願された各国からの特許に対して影響を与えてい

る、ということが言えるのではないだろうか。 

ナノテク分野においては、日本特許２２９サンプルに引用されている２６０本の論文等の研究機

関の国籍は、アメリカが６４本で４３％、日本は６２本で４２％と、わずかながら米国論文等の引

用が日本のそれを上回る。欧州等は２２本で１５％である。米国からの５３特許に引用された１８

４本のうち、アメリカ自身の論文等が１３５本で一番多く、次いで欧州等の３５本・１９％、日本

のものは１４本で８％であった。欧州等から出願された３３件の特許は７０件の論文等を引用して

おり、欧州等自身のものが一番多く４９％を占め、アメリカの２９本・７％、最後が日本のもので、

７本・１０％であった。 
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ＩＴは国籍が判明した論文等が３５本、ナノテクも４２本しかなく、論文等のサンプル数が少な

いうえ、出願特許の９割近くが日本からのものであるため、議論は困難であるが、あえて傾向を言

うなら、ＩＴは日本の論文の引用が自国エリアからの引用傾向(strong national component)に加

えて、日本の論文等がアメリカにおいて対等に引用（とは言っても３本ずつであるが）されている

ことが挙げられる。 

こうした調査から、「バイオ分野において米国の論文等の引用が多いのは、単に米国からの出願

に米国における論文等が引用されているだけではないか」という問いに対しては、以下のように答

えることが可能である。バイオ分野においては、特許権者の国籍に関係なく、アメリカの論文等が

高い比率で引用されている。したがって、日本において出願された特許、すなわち日本国内におい

て権利を保護しようというインセンティブを持つ知的財産に、アメリカにおいて行われた研究成果

が、何らかの形で強く影響している、と言えよう。 

ナノテクノロジーにおいては、バイオテクノロジーほど、強いアメリカとのサイエンスリンケー

ジは見られなくなる。ＩＴ分野ではそれが逆転しているようにも見える。 

4.2.3 論文著者の所属機関 

図 8 は、重点４技術分野特許における被引用論文等の著者を所属機関別に分類したものである。

バイオ分野被引用論文の著者の所属機関の属性をみると、大学が約５９％と多く、次いで国公立研

究機関が約１８％で、両者を合計すると約７６％となる。企業に所属する著者は１３％である。 

0
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大学

国立研究機関

公立研究機関

企業

個人

その他

不明
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国立研究機関 473 38 0 12

公立研究機関 40 14 4 1

企業 366 130 18 8

個人 10 2 1 0

その他 242 30 1 0

不明 10 0 0 0

バイオ ナノテク ＩＴ 環境

 

図 8 論文等の著者の所属 
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図 9 バイオ分野論文等著者の所属 
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図 10 ナノテク分野論文等著者の所属 
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図 11 IT 分野論文等著者の所属 
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図 12 環境分野論文等著者の所属 
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4.2.4 論文の助成機関の調査 

これまでの研究で明らかとなった、特にバイオ分野において特に強く見られるアメリカ論文等の

引用は、いかなる理由によるものであろうか。この問いに対する答えを模索するため、各分野の論

文の謝辞を調べ、”this research is supported by”というように、直接的に助成を受けた記述

を抜き出した。その結果を表 4 から表 7 までに示す。 

その結果、バイオ技術分野特許が引用している論文等約４３００件のうち、７６％が助成を受け

た旨の記述があった。これは、ナノテク分野の４２％、ＩＴ分野の３１％、環境分野の４３％と比

べても、高い数値であると言えよう。助成機関のほとんどが米国に所在することも、バイオ分野の

特徴である。 
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表 4 バイオ分野引用論文の助成機関の調査 

 

総計 4281 

無 1002 

NIH（米国） 547 

NSF （米国） 222 

NCI (National Cancer Institute) （米国） 200 

USPHS (U.S. Public Health Service) （米国） 168 

American Cancer Society （米国） 157 

（旧）文部省（日本） 93 

National Institute of General Medical Sciences （米国） 89 

不明 89 
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表 5 ナノテク分野引用論文の助成機関 

 

総計 360 

無 192 

NIH （米国） 14 

NSF （米国） 12 

AFOSR (Air Force Office of Scientific Research）（米

国) 6 

Litton Systems Inc. （米国） 6 

USPHS (U.S. Public Health Service) （米国） 6 

CNRS (Centre National de le Recherche Ccientifique）

（フランス) 5 

（旧）文部省（日本） 5 
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表 6 IT 分野引用論文の助成機関 

 

総計 33 

無 20 

German Bundespost  (German Post Office)（ドイツ） 2 

IBM （米国） 2 

NSF （米国） 2 

Federal Department of Research and Technology （ドイツ） 1 

Ministry of Education of Spain（スペイン） 1 

ONR (The Office of Naval Research) （米国） 1 
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表 7 環境分野引用論文の助成機関 

総計 22 

無 12 

NEDO（日本） 2 

Air Force Office of Scientific Research （米国） 1 

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas Tecnicas, 

Rrepublic of Argentina（アルゼンチン） 1 

D.S.I.R（英国） 1 

Naval Sea Systems Command （米国） 1 

NSF （米国） 1 

U.S.Atomic Energy Commission （米国） 1 

U.S.Naval Ordnance Laboratory （米国） 1 
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5. 結論 

長期的経済成長の要因は、労働や資本の投入もさることながら、技術変化によってその多くがも

たらされることが明らかとなっている。そして、技術変化をもたらすとされる要素のひとつとして、

科学が挙げられている。科学に対する公的支援も、こうした理由によって正当化されてきた。しか

し、「技術変化に、科学がどのように、どの程度影響を与えているか」という問いに対しては、未

だ完全に解明されたとは言い難い。 

一方、論文の引用している参照文献の研究に端を発したサイエントメトリクスは、科学の分野の

評価指標の一つとして使われるにとどまらず、特許同士の引用にも応用され、特許の重要度の評価

手法としても使われている。そして、特許データには、技術変化の指標としての価値があり、論文

は、科学の指標の一つとして活用されている。ゆえに、サイエントメトリクスの手法を、特許とそ

れが引用している特許以外の文献に適用することによって計測された、特許が引用している論文等

の数（サイエンスリンケージ）は、産業の生産性向上の要因である「技術」と、知的活動の体系的

集積である「科学」との間をつなぐ指標として、いくつかの留意点はあるものの、有効な指標であ

ると考えられている。 

しかしながら、日本特許を対象としたサイエンスリンケージの研究は、調査した限りでは見つけ

ることが出来なかった。サイエンスリンケージに関する研究については、主としてデータが整備さ

れているという理由から、米国特許を対象としたものが多い。欧州特許庁のミッチェルらによる研

究においても、特許の引用している文献の調査に関しては、日本特許のデータの不備により、米欧

のみの比較しか行われていない(Michel et al., 2001)。つまり、世界３大特許庁の一角を占める日本

特許庁のデータは、これまで十分に調査研究されていない。 

日本特許が十分に調査研究されていないのは、日本特許が重要でないからではない。むしろ、日

本という米国や欧州に比肩する国内総生産を持つ国における技術変化のメカニズムを研究するた

めには、日本国において出願された特許について研究することが必要不可欠だと考えられる。なぜ

なら、海外への特許出願には、日本国内に出願する２倍以上のコストがかかり、また、国内マーケ

ットしか対象としない非貿易財に関する技術や、輸出競争力の無い財の場合には、海外特許出願に

よる知的財産権保護のメリットがないため、海外出願は行われないと考えられるからである。した

がって、日本における技術変化とそれに関連する科学的知識の関連（リンケージ）の研究を行うに

際し、米国特許等海外に出願された特許の分析のみでは、データが前述のような国際出願コストや

出願先国における輸出競争力等のバイアスを受けているおそれがあり、必ずしも十分とは言えな

い。 

そこで、本研究においては、この「技術変化に科学がどのように、どの程度影響を与えているか」

という問いに対して、日本国特許庁の公報データを対象とし、以下のような研究を行った。 

まず、１９９５年から１９９９年の５年間に特許性有りと審査され、公開された特許約６５万件

を対象とし、第二次科学技術基本計画において重点分野とされた、バイオテクノロジー、ナノテク

ノロジー、情報技術（ＩＴ）、環境関連技術の４つの技術分野に属する特許をデータベースより抽



28 

出した。さらに、それら技術分野毎の特許部分集合からランダムサンプリングにより３００件ずつ

のサンプルを取り、無作為抽出３００サンプルのコントロールとも比較しつつ、日本特許の他の特

許及び論文等に対する引用の傾向について、特許全文を対象に、目視により分析を行った。 

つぎに、特許によって引用されている論文等を可能な限り収集した。そして、収集した論文等の

著者の、住所から推定した国籍、著者の所属機関の属性を調査した。さらに、引用されている論文

等の謝辞から、当該論文等を助成している機関の属性及び国籍を調査し、それらの因果関係につき

分析を行った。 

最もサイエンスリンケージが強かったバイオ分野において、引用されている著者の所属機間の国

籍が明らかとなった約２８００本の論文等の分布を見ると。アメリカで研究した著者のものが６

０％と過半数を占め、２位の日本のものは９％にとどまっている、３位以下の順位は、イギリス

８％、ドイツ４％である。 

この結果から、我が国に出願されたバイオ技術分野特許の６割が、アメリカにおいて研究活動が

行われた論文の知識を何らかの形で参考にしている、と推測される。 

同様に、ナノテクノロジーにおいては約４００件中アメリカで研究された論文がほぼバイオテク

ノロジーと同じ比率の５８％、次いで日本が２２％、以下イギリス６％、フランス４％の順となる。

日本において研究された論文等が特許に引用された比率が２倍以上に上昇しているのが注目され

る。 

ＩＴ分野は、３００サンプルの特許に引用され、国籍が判明した論文数自体が３５件と、バイオ

技術の８０分の１、ナノテクと比較しても１０分の１以下に低下するため、バイオやナノテクと同

列に研究機関の所在国比率を比較することには疑義なしとはしないが、日本が１４本、３９％でト

ップ、米国が１本少ない１３件で３７％、次いで、ドイツが３本で９％であった。あえて言えば、

少ないながらも日本で研究された論文等の引用がトップとなり、ＩＴ分野は日本も強いという筆者

の感覚とも整合的である。 

環境技術も、同様に国籍が判明した論文等が４３件と少ない。その中を見ると、日本が１６件で

３８％を占め１位、アメリカが２６％で２位、以下イギリス４本・９％、ドイツ３本・７％と続い

た。 

しかし、ここで想起されるのは、バイオ技術分野に出願された特許のうち、２８％が米国からの

出願であり、それを含めて５０％の出願が日本以外からの出願であったという事実である。この比

率は、他の技術分野の外国人（法人）出願比率が、ナノテク２８％、ＩＴ１３％、環境技術１２％

と比較しても高く、「バイオ分野においてアメリカの論文等の引用が多いのは、単にアメリカから

の出願に米国における論文等が多く引用されていることに起因するのではないか」という反論があ

り得よう。 

そこで、各技術分野３００サンプルを、日本人（法人）による出願、アメリカ人による出願、欧

州等からの出願、の３つに分類し、それぞれの地域から出願された特許のサイエンスリンケージを

計測した。 
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その結果、バイオ技術分野においては、日本特許１５０サンプルに引用されている７３５本の論

文等の研究機関の国籍は、アメリカが５３％、次いで日本の２５％、欧州等の２３％の順であった。

アメリカの８３特許に引用された１１４０本においても、アメリカの論文等が日本同様一番多く、

次いで欧州等の論文２５％、日本のものは３％であった。欧州等から出願された４３件の特許は、

８９１本の論文等を引用しており、これもアメリカのものが一番多く５５％を占め、次は自らのエ

リアから４０％、最後が日本のもので、５％であった。 

バイオ技術分野特許で特徴的なのは、出願人の国籍がどこであれ、米国の論文等の引用比率が一

番高い、という事実である。人の移動や言語の壁等、知識の伝搬にも一定のトランザクションコス

トがかかるとすると、距離的に近接した、あるいは、言語が共通な地域の論文等をより多く引用す

る傾向があると類推されるし、実際にそういった先行研究も存在する(Narin et al., 1997)。にもか

かわらず、バイオ技術分野においては、米国の論文等の引用がどの国の特許においても最も多いと

いう結果は、ナリンの言う strong national component を凌駕するほど、アメリカがバイオ研究に

おいては活発に知識を発信しており、世界に対して影響を与えている、ということが言えるのでは

ないだろうか。 

ナノテク分野においては、日本特許２２９サンプルに引用されている２６０本の論文等の研究機

関の国籍は、アメリカが６４本で４３％、日本は６２本で４２％と、米国論文等の引用と日本の論

文等の引用がほぼ同率となる。欧州等の論文等は２２本で１５％である。アメリカからの５３特許

に引用された１８４本のうち、アメリカ自身の論文等が１３５本で一番多く、次いで欧州等の３５

本・１９％、日本のものは１４本で８％であった。欧州等から出願された３３件の特許は７０件の

論文等を引用しており、欧州等自身のものが一番多く４９％を占め、アメリカの２９本・７％、最

後が日本のもので、７本・１０％であった。 

ＩＴ分野は国籍が判明した論文等が全部で３５本、ナノテク分野は４２本しかなく、論文等のサ

ンプル数が少ないうえ、出願特許の９割近くが日本からのものであるため、議論は困難であるが、

あえて傾向を言うなら、ＩＴ分野や環境分野は自国エリアからの引用が多く見られる。 

こうした調査から、「バイオ分野において米国の論文等の引用が多いのは、単に米国からの出願

に米国における論文等が引用されているだけではないか」という問いに対しては、以下のように答

えることが可能である。 

バイオ分野においては、特許権者の国籍に関係なく、アメリカの論文等が高い比率で引用されて

いる。したがって、日本において出願された特許、すなわち日本国内において権利を保護しようと

いうインセンティブを持つ知的財産に、アメリカにおいて行われた研究成果が、何らかの形で強く

影響している、と言えよう。 

ナノテクノロジーにおいては、バイオテクノロジーほど、強いアメリカとのサイエンスリンケー

ジは見られなくなる。ＩＴ分野ではそれが逆転しているようにも見える。 

こうしたバイオ分野において特に強く見られるアメリカ論文等の引用は、いかなる理由によるも

のであろうか。この問いに対する答えを模索するため、各分野の論文の謝辞を調べ、”this research 
is supported by”というように、直接的に助成を受けた記述を抜き出した。 
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その結果、バイオ技術分野特許が引用している論文等約４３００件のうち、７６％が助成を受け

た旨の記述があった。これは、ナノテク分野の４２％、ＩＴ分野の３１％、環境分野の４３％と比

べても、高い数値であると言えよう。助成機関のほとんどが米国に所在することも、バイオ分野の

特徴である。そして、バイオ分野被引用論文の著者の所属機関の属性をみると、大学が約５９％と

群を抜いて多く、次いで国公立研究機関が約１８％で、両者を合計すると約７６％となる。企業に

所属する著者は１３％である。 

これらの結果をまとめると、サイエンスリンケージが際立って多いバイオテクノロジー分野で

は、①引用されている論文等の著者が所属する組織にアメリカの研究機関が多いこと、②その機関

は大学等公的機関が占める割合が高いこと、さらに、③論文の謝辞にアメリカの助成機関が記載さ

れている比率が高いこと、の３点である。この結果は、バイオテクノロジー分野においては米国が

優位であり、産学連携や大学発ベンチャーが活発に生まれていること、ＮＩＨをはじめとする助成

金額においてもアメリカが多いと言われていることとも整合的である。 

本研究の結果、日本特許におけるサイエンスリンケージの差違は、主として技術分野の違いによ

るものであること、引用された論文は大学や国立研究機関によるものが多いこと、多くの研究が公

的サポートを受けたものであること、が明らかとなった。 

今後の課題として、本研究によって構築されたプログラム及びデータベースを用い、例えば特許

における日本の地域毎の技術傾向分析、発明者と出願人との相違の分析による産学連携の定量分

析、特定の大学の特許への寄与度分析、時系列変化による技術の発展分析、等の研究が考えられる。 
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